
規

則 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

目
次 

 

第
一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

採
捕
の
許
可
（
第
三
条
―
第
十
九
条
） 

第
三
章 

水
産
資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置
（
第
二
十
条
―
第

三
十
条
） 

第
四
章 

漁
業
の
取
締
り
（
第
三
十
一
条
） 

第
五
章 

雑
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
四
条
） 

第
六
章 

罰
則
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
八
条
） 

附
則 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
、
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
そ
の
他
漁
業
に
関
す
る

法
令
と
相
ま
っ
て
、
埼
玉
県
に
お
け
る
水
産
資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
を
図
り
、
も
っ

て
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
代
表
者
の
届
出
） 

第
二
条 

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
代
表
者
の
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 

二 

代
表
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
） 

 
 

 

第
二
章 

採
捕
の
許
可 

 

（
水
産
動
物
の
採
捕
の
許
可
） 

第
三
条 

次
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
っ
て
水
産
動
物
を
採
捕
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
具 

又
は
漁
法
ご
と
に
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

や
な 



 

二 

す
建
網 

 

三 

張
切
網 

 
四 

河
川
建
干
網 

 

五 
せ
き
四
つ
手
網 

 

六 

ふ
く
ろ
網 

 

七 

瀬
張
網 

 

八 

あ
ゆ
地
び
き
網
（
が
ら
び
き
、
う
縄
及
び
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
漁
法
を
含
む
。
第
二
十
六

条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

九 

地
び
き
網
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

十 

石
く
ら
（
ま
や
、
石
が
ま
及
び
寄
場
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

十
一 

せ
き
う
け 

 

十
二 

魚
ぜ
き
（
つ
な
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

十
三 

さ
手
網
（
間
口
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
り
、
待
網
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に
お

い
て
同
じ
。
） 

 

十
四 

刺
し
網 

 

十
五 

さ
さ
伏
漁
法
（
し
ば
つ
け
を
含
む
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

十
六 

う
け 

 

十
七 

う
な
ぎ
竹
筒 

 

十
八 

四
つ
手
網
（
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
長
辺
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
） 

 

十
九 

投
網
（
円
周
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
） 

 

二
十 

置
ば
り
（
は
え
縄
を
含
む
。
） 

 

二
十
一 

う
な
ぎ
か
ま
漁
法 

 

二
十
二 

あ
ゆ
め
が
ね
か
け
漁
法 

２ 

前
項
（
第
十
三
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ

る
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

一 

漁
業
権
又
は
組
合
員
行
使
権
を
有
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合 

 

二 

法
第
百
七
十
条
第
一
項
の
遊
漁
規
則
に
基
づ
い
て
採
捕
す
る
場
合 

 

（
許
可
の
申
請
） 

第
四
条 

前
条
第
一
項
の
許
可
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
採
捕
の
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
具
又
は
漁
法
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 



二 

採
捕
の
種
類 

三 

採
捕
す
る
区
域
、
期
間
及
び
水
産
動
物
の
種
類 

四 

漁
具
の
数
及
び
規
模 

五 
使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
並
び
に
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬

力
数 

六 

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

七 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
申
請
書
の
ほ
か
、
採
捕
の
許
可
を
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
関
し
必
要
と

認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
許
可
を
し
な
い
場
合
） 

第
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
し
て
は
な
ら

な
い
。 

一 

申
請
者
が
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合 

二 

漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
採
捕
の
許
可
を
し
な
い
と
き
は
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理

委
員
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
当
該
申
請
者
に
そ
の
理
由
を
文
書
を
も
っ
て
通
知
し
、
公
開

に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
意
見
の
聴
取
に
際
し
て
は
、
当
該
申
請
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
当
該
事
案
に
つ
い

て
弁
明
し
、
か
つ
、
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
許
可
に
つ
い
て
の
適
格
性
） 

第
六
条 

採
捕
の
許
可
に
つ
い
て
適
格
性
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な

い
者
と
す
る
。 

一 

漁
業
又
は
労
働
に
関
す
る
法
令
を
遵
守
せ
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
遵
守
す
る
こ
と
が
見
込

ま
れ
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

暴
力
団
員
等
で
あ
る
こ
と
。 

三 

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
で

定
め
る
使
用
人
の
う
ち
に
前
二
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

（
許
可
の
条
件
） 

第
七
条 

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
採
捕
の
許
可
を

す
る
に
当
た
り
、
採
捕
の
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
採
捕
の
許
可
後
、
埼

玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
採
捕
の
許
可
に
条
件
を
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。 



３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
条
件
を
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五

年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に

か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
の
有
効
期
間
） 

第
八
条 

採
捕
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
知
事
は
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
許
可
の
失
効
） 

第
九
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
解
散
し
、
又
は
分
割
（
当
該
許
可
に
係
る
事
業

の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
許
可
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

（
採
捕
の
休
止
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
） 

第
十
条 

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
六
月
間
又
は
引
き

続
き
一
年
間
そ
の
許
可
に
係
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
な
い
と
き
は
、
埼

玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
期
間
及
び
法
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

漁
具
又
は
漁
法
に
よ
る
水
産
動
物
の
採
捕
を
禁
止
さ
れ
た
期
間
は
、
前
項
の
期
間
に
算
入
し
な

い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
採
捕
の
許
可
の
取
消
し
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公

開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
適
格
性
の
喪
失
等
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
採
捕
の
許
可

を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
漁
業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、

埼
玉
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
採
捕
の
許
可
を
変
更
し
、
取
り
消

し
、
又
は
そ
の
効
力
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に



よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
等
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
漁
業
調
整
そ
の
他
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
埼
玉
県
内
水

面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
採
捕
の
許
可
を
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
効

力
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
許
可
証
の
交
付
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
採
捕
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
許
可
証
を
交
付
す
る
。 

一 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 

二 

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

三 

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
及
び
漁
船
登
録
番
号 

四 

許
可
の
有
効
期
間 

五 

条
件 

六 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

（
許
可
証
の
携
帯
の
義
務
等
） 

第
十
四
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物

を
採
捕
す
る
と
き
は
、
前
条
の
許
可
証
を
自
ら
携
帯
し
、
又
は
採
捕
に
従
事
す
る
者
に
携
帯
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
許
可

証
を
行
政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
者
が
、
当
該
許
可
に
係
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を

採
捕
す
る
と
き
は
、
知
事
が
そ
の
記
載
内
容
が
許
可
証
の
記
載
内
容
と
同
一
で
あ
り
、
か
つ
、

当
該
許
可
証
を
行
政
庁
に
提
出
中
で
あ
る
旨
を
証
明
し
た
許
可
証
の
写
し
を
自
ら
携
帯
し
、
又

は
採
捕
に
従
事
す
る
者
に
携
帯
さ
せ
れ
ば
足
り
る
。 

３ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
の
交
付
又
は
還
付
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
同
項
に
規

定
す
る
許
可
証
の
写
し
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
証
の
譲
渡
等
の
禁
止
） 

第
十
五
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の

写
し
を
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
） 

第
十
六
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
て
、
知
事
に
許
可
証
の
書
換
え
交

付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



や
ま
め
（
さ
く
ら
ま
す
を
含

む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
全
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

い
わ
な
（
全
長
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に

限
る
。
） 

あ
ゆ 

さ
け 

水 

産 

動 

物 

十
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で 

十
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で 

一
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
（
た
だ
し
、
大
里
郡

寄
居
町
大
字
末
野
地
先
玉
淀
ダ
ム
堤
体
上
流
端
か
ら
上

流
の
荒
川
及
び
そ
の
支
流
を
除
く
。
） 

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

禁 
 

止 
 

期 
 

間 

 

一 

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 

二 

採
捕
の
種
類 

三 
許
可
を
受
け
た
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

四 

書
換
え
の
内
容 

五 

書
換
え
を
必
要
と
す
る
理
由 

（
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
） 

第
十
七
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
と
き
は
、
速
や

か
に
、
理
由
を
付
し
て
知
事
に
許
可
証
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
許
可
証
の
書
換
え
交
付
及
び
再
交
付
） 

第
十
八
条 

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
許
可
証
を
書
き
換
え
て
交
付
し
、

又
は
再
交
付
す
る
。 

一 

第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
捕
の
許
可
に
条
件
を
付
け
、
又
は
同
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
を
変
更
し
、
若
し
く
は
取
り
消
し
た
と
き
。 

二 

第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
許
可
を
変
更
し
た
と
き
。 

三 

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
書
換
え
交
付
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
っ

た
と
き
。 

（
許
可
証
の
返
納
） 

第
十
九
条 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
又
は
取
り
消
さ
れ

た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
許
可
証
を
知
事
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規

定
に
よ
り
許
可
証
の
書
換
え
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
許
可
証
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
許
可
証
を
返
納
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て

そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

採
捕
の
許
可
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
、
又
は
合
併
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
、
若
し
く
は

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
は
、
そ
の
相
続
人
、
清
算
人
又
は
合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し
く

は
合
併
に
よ
っ
て
成
立
し
た
法
人
の
代
表
者
が
前
二
項
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
章 

水
産
資
源
の
保
護
培
養
及
び
漁
業
調
整
に
関
す
る
そ
の
他
の
措
置 

（
禁
止
期
間
） 

第
二
十
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
期
間
中
、
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

    



し
じ
み 

う
な
ぎ 

こ
い 

や
ま
め 

に
じ
ま
す 

い
わ
な 水 

産 

動 

物 

殻
長 

一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

全
長 

二
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

全
長 

十
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

全
長 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

全
長 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

全
長 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下 

大 

き 

さ 

 

や
ま
め
（
さ
く
ら
ま
す
を
含

む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
全
長
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
） 

い
わ
な
（
全
長
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に

限
る
。
） 

あ
ゆ 

さ
け 

水 

産 

動 

物 

十
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で 

十
月
一
日
か
ら
翌
年
二
月
末
日
ま
で 

一
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で
（
大
里
郡
寄
居
町
大

字
末
野
地
先
玉
淀
ダ
ム
堤
体
上
流
端
か
ら
上
流
の
荒
川

及
び
そ
の
支
流
を
除
く
。
） 

一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で 

禁 
 

止 
 

期 
 

間 

 

            

２ 

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
し
た
水
産
動
物
又
は
そ
の
製
品
は
、
所
持
し
、
又
は
販
売
し

て
は
な
ら
な
い
。 

（
全
長
等
の
制
限
） 

第
二
十
一
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
大
き
さ
の
も
の
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

       

２ 

何
人
も
、
い
わ
な
、
か
じ
か
、
さ
け
又
は
や
ま
め
の
産
ん
だ
卵
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
採
捕
し
た
水
産
動
物
又
は
そ
の
製
品
は
、
所
持
し
、
又
は
販
売

し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
漁
具
漁
法
の
制
限
及
び
禁
止
） 

第
二
十
二
条 

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 

一 

か
や
網 

二 

十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
二
十
節
（
建
干
網
に
あ
っ
て
は
、
十
節
）
以
上
の
網
目
の

網
（
ど
じ
ょ
う
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

う
け
目
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
う
け 

 



槻
川 

槻
川 

入
間
川 

荒
川 

荒
川 

荒
川 

荒
川 

荒
川 

荒
川 

河 

川 

名 

比
企
郡
小
川
町
大
字
青
山
字
木
下
地
先
青
山
堰せ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら

上
流
十
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
十
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

比
企
郡
小
川
町
大
字
大
塚
地
先
栃
本
堰せ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上
流
二

十
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
五
十
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

狭
山
市
大
字
笹
井
字
沢
口
地
先
笹
井
堰せ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上
流
百

メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域

 

志
木
市
大
字
宗
岡
地
先
秋
ヶ
瀬
取
水
堰ぜ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上
流
百

メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域

 

深
谷
市
永
田
字
滝
地
先
六
堰せ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上
流
百
メ
ー
ト
ル

及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
末
野
地
先
玉
淀
ダ
ム
堤
体
上
流
端
か
ら
大
里
郡

寄
居
町
大
字
寄
居
地
先
正
喜
橋
下
流
端
ま
で
の
間
の
区
域 

秩
父
市
別
所
字
久
保
平
地
先
秩
父
発
電
所
放
水
口
上
流
端
か
ら
上
流

百
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

秩
父
市
大
滝
字
強
石
地
先
秩
父
発
電
所
取
水
え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上

流
百
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

秩
父
市
大
滝
字
落
合
地
先
大
滝
発
電
所
取
水
え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上

流
百
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

禁 
止 

区 

域 

 

四 

ガ
ラ
ス
う
け
、
箱
う
け
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
漁
具 

五 

う
飼
漁
法 

六 

瀬
干
漁
法 

七 
か
い
ぼ
り
漁
法
（
た
な
い
を
含
む
。
） 

八 

さ
ぐ
り
ど
り
漁
法
（
穴
ず
り
を
含
む
。
） 

九 

霜
寄
雑
魚
羽
根
追
い
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
漁
法 

十 

水
中
発
射
装
置
を
利
用
す
る
漁
法 

十
一 

火
光
を
利
用
す
る
漁
法
（
食
用
が
え
る
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

十
二 

水
中
に
電
気
を
通
じ
て
行
う
漁
法 

（
禁
止
区
域
） 

第
二
十
三
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
河
川
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
区
域
に
お
い
て
、
釣
り
以
外
の
漁
法
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

                      



元
荒
川 

利
根
川 

河 

川 

名 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大
字
末
田
地
先
末
田
須
賀
堰せ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら

上
流
五
十
メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
百
十
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区

域 利
根
川
本
流
右
岸
埼
玉
県
行
田
市
須
賀
地
先
、
左
岸
群
馬
県
邑
楽
郡
千

代
田
町
上
中
森
地
先
の
利
根
大
堰ぜ

き

え
ん
堤
上
流
端
か
ら
上
流
百
六
十
メ

ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
二
百
メ
ー
ト
ル
の
間
の
区
域 

禁 

止 

区 

域 

 

あ
ゆ 

水
産
動
物 

十
月
一
日
か
ら
同

月
三
十
一
日
ま
で 

禁

止

期

間 

利
根
川
本
流
右
岸
埼
玉
県
深
谷
市
地
先
、
左
岸
群
馬
県

伊
勢
崎
市
地
先
の
上
武
大
橋
上
流
端
か
ら
上
流
千
五
百

メ
ー
ト
ル
及
び
下
流
端
か
ら
下
流
五
百
メ
ー
ト
ル
の
間

の
区
域
並
び
に
荒
川
右
岸
大
里
郡
寄
居
町
地
先
、
左
岸

同
町
地
先
の
正
喜
橋
下
流
端
か
ら
上
流
右
岸
同
町
地

先
、
左
岸
同
町
地
先
の
玉
淀
ダ
ム
堤
体
上
流
端
の
間
の

区
域 

禁 

止 

区 

域 

 

や
な
、
あ
ゆ
瀬
張
網
、
あ

ゆ
地
び
き
網
、
せ
き
う

け
、
魚
ぜ
き
及
び
さ
手
網 

石
く
ら 

張
切
網
、
地
び
き
網
、
刺

し
網
、
さ
さ
伏
漁
法
及
び

う
け 

漁

具

又

は

漁

法 

三
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日

ま
で 

四
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日

ま
で
。
た
だ
し
、
荒
川
の
区
域

に
お
い
て
は
、
四
月
一
日
か
ら

六
月
三
十
日
ま
で 

四
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日

ま
で 

禁 

止 

期 

間 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
槻
川
、
都
幾
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
都
幾
川
、
槻
川
、
中
川
、

古
利
根
川
、
元
荒
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
都
幾
川
、
槻
川
、
中
川
、

古
利
根
川
、
元
荒
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

禁 

止 

区 

域 

 

第
二
十
四
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
河
川
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
区
域
に
お
い
て
、
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

        

第
二
十
五
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
水
産
動
物
を
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間

中
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

         

第
二
十
六
条 

何
人
も
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
り
、
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
期
間
中
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。 

            



や
な
、
あ
ゆ
瀬
張
網
、
あ

ゆ
地
び
き
網
、
せ
き
う

け
、
魚
ぜ
き
及
び
さ
手
網 

石
く
ら 

張
切
網
、
地
び
き
網
、
刺

し
網
、
さ
さ
伏
漁
法
及
び

う
け 

漁

具

又

は

漁

法 

三
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日

ま
で 

四
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日

ま
で
。
た
だ
し
、
荒
川
の
区
域

に
お
い
て
は
、
四
月
一
日
か
ら

六
月
三
十
日
ま
で 

四
月
一
日
か
ら
五
月
十
五
日

ま
で 

禁 

止 

期 

間 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
槻
川
、
都
幾
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
都
幾
川
、
槻
川
、
中
川
、

古
利
根
川
、
元
荒
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

荒
川
、
入
間
川
、
越
辺
川
、
高

麗
川
、
都
幾
川
、
槻
川
、
中
川
、

古
利
根
川
、
元
荒
川
及
び
利

根
川
の
区
域 

禁 

止 

区 

域 

 

      

（
溯
河
魚
類
の
通
路
を
遮
断
し
て
行
う
水
産
動
物
の
採
捕
の
制
限
） 

第
二
十
七
条 

溯
河
魚
類
の
通
路
を
遮
断
す
る
漁
具
又
は
漁
法
に
よ
っ
て
水
産
動
物
の
採
捕
を
行

う
場
合
に
は
、
河
川
の
流
幅
の
五
分
の
一
以
上
の
魚
道
を
開
通
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
魚
道
に
は
、
溯
河
魚
類
の
溯
上
又
は
降
下
を
妨
害
す
る
設
備
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
有
害
物
の
遺
棄
漏
せ
つ
の
禁
止
等
） 

第
二
十
八
条 

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
を
遺
棄
し
、
若
し
く
は
漏
せ
つ
し
、
又
は
漏
せ
つ
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
物
を
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
す
る
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
上

害
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
除
害
に
必
要
な
設
備
の
設
置
を
命
じ
、
又
は

既
に
設
け
た
除
害
設
備
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
の
適
用
を
受

け
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
砂
れ
き
の
採
取
禁
止
） 

第
二
十
九
条 

水
産
動
物
の
保
護
培
養
の
た
め
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
に
規
定
す
る

禁
止
区
域
及
び
直
轄
管
理
河
川
等
以
外
で
別
途
知
事
が
公
示
す
る
区
域
に
お
い
て
は
、
砂
れ
き

の
採
取
又
は
除
去
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

一 

河
川
工
事
、
砂
防
工
事
又
は
地
す
べ
り
防
止
工
事
（
災
害
復
旧
事
業
と
し
て
こ
れ
ら
の
工

事
を
行
う
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
場
合 

二 

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
河
川
管
理
者
、
砂

防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
同

法
第
六
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

三
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
が
、
砂
れ
き
の
採
取
又
は
除
去
に
つ
い
て
知

事
と
協
議
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
河
川
法
等
の
許
可
等
が
な
さ
れ
た
場
合 

 

（
試
験
研
究
等
の
適
用
除
外
） 

第
三
十
条 

こ
の
規
則
の
う
ち
水
産
動
物
の
種
類
若
し
く
は
大
き
さ
、
水
産
動
物
の
採
捕
の
期
間

若
し
く
は
区
域
又
は
使
用
す
る
漁
具
若
し
く
は
漁
法
に
つ
い
て
の
制
限
又
は
禁
止
に
関
す
る
規

定
は
、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
、
増
養
殖
用
の
種
苗
（
種
卵
を
含
む
。
）
の
供
給
（
自
給
を
含

む
。
）
又
は
特
別
観
覧
に
供
す
る
た
め
の
う
飼
漁
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
試

 



験
研
究
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
の
水
産
動
物
の
採
捕
に
つ
い
て
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が

行
う
当
該
試
験
研
究
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 
前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
） 

二 

目
的 

三 

適
用
除
外
の
許
可
を
必
要
と
す
る
事
項 

四 

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
、
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数

並
び
に
所
有
者
名 

五 

採
捕
し
よ
う
と
す
る
水
産
動
物
の
名
称
及
び
数
量
（
種
苗
の
採
捕
の
場
合
は
、
供
給
先
及

び
そ
の
数
量
） 

六 

採
捕
の
期
間
及
び
区
域 

七 

使
用
す
る
漁
具
及
び
漁
法 

八 

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

３ 

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
許
可
証
を
交
付

す
る
。 

一 

許
可
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
） 

二 

適
用
除
外
の
事
項 

三 

採
捕
す
る
水
産
動
物
の
種
類
及
び
数
量 

四 

採
捕
の
期
間
及
び
区
域 

五 

使
用
す
る
漁
具
及
び
漁
法 

六 

採
捕
に
従
事
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所 

七 

使
用
す
る
船
舶
の
名
称
、
漁
船
登
録
番
号
、
総
ト
ン
数
並
び
に
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬

力
数 

八 

許
可
の
有
効
期
間 

九 

条
件 

４ 

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
に
当
た
り
、
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
試
験
研
究
等
の
終
了
後
遅
滞
な
く
、
そ

の
結
果
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
変
更
し
よ
う
と
す
る
場

合
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第



三
項
中
「
交
付
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
書
き
換
え
て
交
付
す
る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。 

８ 
第
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。 

 
 

 

第
四
章 

漁
業
の
取
締
り 

 

（
停
泊
命
令
等
） 

第
三
十
一
条 

知
事
は
、
漁
業
者
そ
の
他
水
産
動
植
物
を
採
捕
し
、
又
は
養
殖
す
る
者
が
漁
業
に

関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る

と
き
（
法
第
二
十
七
条
及
び
法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
法
第
百
三
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
行
為
を
し
た
者
が
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
停
泊
港
及

び
停
泊
期
間
を
指
定
し
て
停
泊
を
命
じ
、
又
は
当
該
行
為
に
使
用
し
た
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植

物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
の
用
に
供
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
期
間
を
指
定
し
て
そ
の
使
用
の
禁
止

若
し
く
は
陸
揚
げ
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
（
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
章 

雑
則 

（
漁
場
又
は
漁
具
の
標
識
の
設
置
に
係
る
届
出
） 

第
三
十
二
条 

法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
漁
場
の
標
識
の
建
設
又
は
漁
具
の
標
識
の
設

置
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
命
じ
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
当
該
標
識
を
建
設
し
、

又
は
設
置
し
、
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
標
識
の
書
換
え
又
は
再
設
置
等
） 

第
三
十
三
条 

前
条
の
標
識
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
、
若
し
く
は
当
該
標
識
に
記
載
し
た
文

字
が
明
ら
か
で
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
当
該
標
識
を
亡
失
し
、
若
し
く
は
毀
損
し
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
こ
れ
を
書
き
換
え
、
又
は
新
た
に
建
設
し
、
若
し
く
は
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
添
付
書
類
の
省
略
） 

第
三
十
四
条 

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
提
出
す
る

場
合
に
お
い
て
、
各
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
き

は
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
こ
れ
を
添
付
し
、
他
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
は
そ
の

旨
を
記
載
し
て
、
一
の
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
し
た
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
規



則
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
類
の
添
付
を
省

略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 

罰
則 

第
三
十
五
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一 

第
三
条
第
一
項
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
十

九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者 

二 

第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
け
た
条
件
に
違
反
し
た
者 

三 

第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令

に
違
反
し
た
者 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船

又
は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
十
六
条 

第
十
四
条
第
一
項
（
第
三
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
科
料
に
処
す
る
。 

第
三
十
七
条 

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、

そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
前
条
の
違
反
行
為

を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
又

は
科
料
刑
を
科
す
る
。 

第
三
十
八
条 

第
十
四
条
第
三
項
（
第
三
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
若
し
く
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定

又
は
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
改
正

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了

の
日
ま
で
の
間
は
、
旧
規
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

３ 

改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
旧
規
則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
許
可
に
つ
い
て
は
、
当
該
許



可
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
の
間
は
、
旧
規
則
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。 

４ 
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


